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【手続補正書】
【提出日】平成20年3月7日(2008.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　多割合の潤滑粘度の油を含み、かつ少量の下記の添加剤：
(a)油溶性無灰分散剤；
(b)油溶性過塩基性金属洗剤、ここで、その表面活性剤系は一種以上の表面活性剤であり
、前記一種の表面活性剤はサリチレートである；並びに
(c1)硫黄含有第一油溶性酸化防止剤、及び
(c2)油溶性芳香族アミン酸化防止剤、
の両方をそれと混合することにより、又はそれに添加することにより提供され又は含む船
舶ディーゼルエンジン用の潤滑油組成物であって、
その組成物のTBNが少なくとも10であることを特徴とする潤滑油組成物。
　　【請求項２】　洗剤が少なくとも200のTBNを有する請求項１記載の組成物。
　　【請求項３】　洗剤がカルシウム化合物である請求項１又は請求項２記載の組成物。
　　【請求項４】　表面活性剤の少なくとも一種がフェネートである請求項１～３のいず
れかに記載の組成物。
　　【請求項５】　洗剤が硫化カルシウムアルキルフェネートとカルシウムアルキルサリ
チレートの過塩基性混合物を含む複合体である請求項４記載の組成物。
　　【請求項６】　洗剤がカルシウムアルキルフェネートとカルシウムアルキルサリチレ
ートの硫化され、次いで過塩基化された混合物である請求項４記載の組成物。
　　【請求項７】　硫黄含有酸化防止剤が無灰硫化アルキルフェノールである請求項１～
６のいずれかに記載の組成物。
　　【請求項８】　芳香族アミン酸化防止剤がアルキル化二級アミンである請求項１～７
のいずれかに記載の組成物。
　　【請求項９】　請求項１～８のいずれかに記載の潤滑油組成物をエンジンに供給する
ことを特徴とする船舶ディーゼルエンジンの潤滑方法。
　　【請求項１０】　添加剤を含む船舶ディーゼルエンジン用の潤滑油組成物の増粘に対
する耐性を増進するための請求項１記載の添加剤(a)、(b)並びに(c1)及び(c2)の両方の使
用。
　　【請求項１１】　船舶ディーゼルエンジンがトランクピストンエンジンである請求項
９記載の方法又は請求項１０記載の使用。
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